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抄 録

人は，年齢を重ねるごとに心身機能の衰退や，病状の進行によって医療や介護を受けるために医療機

関や介護施設への入院，入所を余儀なくされる。このような状況下，医療機関・介護施設における看護

師による患者・入所者への身体拘束に関わる訴訟が提起されるようになった。【目的及び方法】本論文

では最高裁が，看護師による高齢者への身体拘束の違法性を正面から判断した初めての事例を取り上げ

た。本判決は，本事案における看護師の看護のあり様をどのように判断しているのかを探り，そこから

高齢者の尊厳を基盤とする看護には何が求められるかを考察した。【結果】身体拘束によって奪われるも

のは「個人の尊厳」である。抑制をしない看護の追及が個人の尊厳を基盤とする看護につながる。その

看護とは，（１）患者・入所者の意思を尊重し，患者の意向に沿う看護，（２）高齢者のアイデンティティ

に依拠する尊厳を基盤とした看護；一人の患者としてのアイデンティティ（自己認識）から派生する尊

厳をとおして患者が，自分自身を表出できるような関わりをもつ。（３）患者の内に在る尊厳（人として

の価値）を見据えて患者と看護師の関係性を構築する，の３つである。【結論】「抑制のない看護」を模

索するということは，一人の患者・入所者に真摯に向き合い，親身に対応し，その人の意思を尊重しよ

うとする看護のあり様である。そして患者一人ひとりの尊厳を基盤とする看護につながることが期待さ

れる。

Abstract

Aswegetolder,mentalandphysicalfunctionsdeclineandthesymptomsworsen,weareforcedtobeadmitted
toamedicalinstitutionorlong-termcarefacilitytoreceivemedicalcareorlong-termcare.Underthesesitua-
tions,thepracticeofphysicallyrestrainingtheelderlybynursesinthesefacilitieshasbeensued.【Object】This
papersearchedwhatnursesshoulddonursingbasedondignitythroughFirstSupremeCourtcase.【Result】Physi-
calrestrainttakesawaythepatient'sdignity.Nursingwithoutrestraintbasedindividualdignityis（１）nursing
thatrespectandmeetpatient'swill（２）Dignity-basednursingthatreliesontheidentityoftheelderly（３）to
makerelationshipbetweenapatientandanursebasedonpatient'sdignity.【Conclusion】Toseeknursingwithout
restraintmeansnursingthatnursesfaceonepatient/residentseriously,respondtopersonalityandtrytorespectthe
willoftheperson.Thesewillleadtonursingbasedondignity.
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Ⅰ．は じ め に

１．我が国の高齢者をめぐる現状

高齢社会白書（２０１９年版）１）は，日本における高齢

者の実態を次のように報じている。２０１７年１０月１日

現在，６５歳以上人口が総人口に占める割合（高齢化

率）は２７.７％である。その世帯構造をみると，６５才

以上の者のいる世帯は全世帯の４７.２％を占めており，

その中でも高齢者の一人暮らしが増加傾向にある。

医療・福祉領域に目を向けると，介護保険制度下で

要介護又は要支援の認定を受けた人（以下「要介護者

等」とする）の数は増加している。要介護者等におい

て要介護となった主な原因を性別にみると，男性は

「脳血管疾患」が２３.０％であり，女性では特に「認知

症」が２０.５％と多くなっている。とりわけ認知症の高

齢者は，初期の段階であれば家族とともに，また独居

でも介護サービス等を受けながら日々の生活を送るこ

とができよう。しかし症状の進行にともなって独居は

もちろんのこと夫婦での老々介護も立ちゆかなくなり，

やがて施設への入所を視野に入れざるをえなくなる。

このような状況にあって医療機関，高齢者入所施設

等における高齢者の医療や介護をめぐる問題が様々な

形で浮上してきている。その中でも特に危惧されるの

は，入院・入所先の医療機関・介護施設において看護

師による患者・入所者への身体拘束に関わる訴訟が提

起されていることである。

２．本研究の目的と検討方法

本研究は，看護師による高齢者への身体拘束が表面

化している現状にあって，身体拘束という問題を取り

上げ，そこから高齢者の尊厳を基盤とする看護とはど

の様なものかを探ることを目的としている。

本研究を進めるにあたり，最高裁が，看護師による

高齢者への身体拘束の違法性を正面から判断した初め

ての事例「当直の看護師らが抑制具であるミトンを用

いて入院中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為

が，診療契約上の義務に違反せず，不法行為法上違法

ともいえないとされた事例」（最高裁平２２・１・２６三

小法廷判決）２）を検討対象とした。

当該高等裁判所及び最高裁判所は，本件事実関係に

おいて患者への身体拘束に至るまでの過程における看

護師の看護行為をどの様に見て，如何に判断している

かに着目する。その上で，裁判所の判断を患者への看

護場面にあてはめ，どのような看護が求められたの

か，そして尊厳ある看護とは何かを検討する。

Ⅱ．日本の高齢者が抱える問題

１．高齢者の身体拘束の現状

１）調査結果等から見える医療機関や介護施設等にお

ける身体拘束

公益財団法人全日本病院協会３）は，全国の７１２の病

院や介護保険施設，特定施設及びサービス付き高齢者

向け住宅を対象にアンケート調査を実施し，その結果

を報告している。それによると６５.９％の病棟・介護施

設等で身体拘束をゼロにできていないこと，『身体拘

束ゼロへの手引き』４）による３要件（「切迫性」「非代

替性」「一時性」）※１を満たす状態を具体的に定義する

ことは容易ではなく，医療・介護事故や紛争リスク回

避のための判断の難しさ等を伝えている（２０１６年）。

また特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワー

ク５）の調査結果によると，具体的な身体拘束が１,１２５
件発生している。その内容は，車椅子や椅子に拘束し

たケースが５５９件と最も多く，ミトンや手指拘束も

２７０件あり，ベッドでの拘束，つなぎ服やヘッドギア

による拘束等であった（２０１７年）。

さらに「高齢者の虐待防止，高齢者の養護者に対す

る支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する

調査結果（２０１７年度）によると，介護施設従事者等に

よる虐待として特定された被虐待高齢者８５４人のう

ち虐待の種別では「身体的虐待」が複数回答で５１１人

（５９.８％）と最も多く，同８５４人のうち「身体拘束あ

り」は２７６人（３２.３％）であった。

２）身体拘束原則禁止をめぐって

『介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運

営に関する基準』（平成１１年厚生省令４０号）は，介

護保険指定基準上，老人福祉・老人保健施設における

身体的拘束を原則禁止とし，当該入所者（利用者）又

は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を保護する

ために緊急やむを得ない（「切迫性」「非代替性」「一

時性」の３つの要件全てを満たす）場合に限るとして

いる。

厚生労働省は，『身体拘束ゼロへの手引き』において

身体拘束がもたらす３類型の弊害（１）身体的弊害（２）

精神的弊害（３）社会的弊害を挙げて，類型毎に具体

的な説明を加え身体拘束ゼロへと舵を取り身体拘束の

原則禁止を掲げている。中谷６）は，「人の身体に対する

拘束が違法であることは，わが国の法制度上は自明で

ある。個人の尊厳を定めた憲法１３条，身体の自由を

定めた憲法３１条，逮捕監禁を犯罪として処罰してい
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る刑法２２０条などをみれば，わが国の法体系が人の意

に反する身体拘束を原則として違法としていること

を，原則として否定していることはできない。」とす

る。

しかしながら高齢者への身体拘束をゼロにすること

が叶わない現状にある。ここで改めて身体拘束はどの

ように定義されているかに着目してみたい。厚生労働

省は，身体拘束とは「抑制帯等，患者の身体又は衣服

に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の

身体を拘束し，その運動を抑制する行動の制限をいう

こと」（〔通知〕平成２８年３月４日付保医発０３０４第

３号，別添１）としている。また山本７）は，「身体拘

束は，高齢者虐待の類型である身体的虐待，心理的虐

待，ネグレクト，場合によっては性的虐待に該当し，

虐待者の反社会性から身体拘束は高齢者虐待に該当す

る。」と指摘している。

２．身体拘束と個人の尊厳

次章で展開する「身体拘束裁判例から考える高齢者

の尊厳と，求められる看護」への糸口として，個人の

尊厳とは何かを概観し，個人の尊厳をどの様にとらえ

るべきかを考える。

圓谷８）は，日本国憲法が国民に保障する権利という

側面から個人の尊厳を次のように述べている。「日本

国憲法第１３条の前段は，個人の尊厳の原理を定めて

すべて国民は『個人として尊重される』とし，この

『個人として尊重される』とは憲法第２４条第２項に

定められている『個人の尊厳』と同義語であると通説

的に理解されている。それは，両者とも社会や家庭に

おいて一人ひとりの人間は，他の何ものにも代替化で

きない価値があるという，いわば『個人主義の原理』

を表明したものである。」とする。また長谷川（晃）９）

は，「個々人が他ならぬ一人の人間であるという基本

的事実を示すもの，あるいはそれなくしては個々人が

人間として生存しかつ自己の生を十全に遂行できない

ところの最も根本的な価値が，尊厳である。」とする。

Dignity（尊厳）の概念モデル構築の端緒を開いた

Nordenfelt１０）は，老年期における尊厳を次の４つに分類

している。「①人生における社会的立場と公的地位に

起因する尊厳。②道徳的行為によって得られる尊厳，

そこでは一個人の尊厳の感覚はその人自身の道徳的理

想に相応したものになり，自尊心，性格や美徳と結び

つく。③アイデンティティに依拠する尊厳，それは対

象者の心と身体の誠実さにつながる。④すべての人に

関わる人間ゆえの尊厳。」の４つである。さらに，「疾

病と加齢という文脈における高齢者の尊厳に関わる重

要な要素は，アイデンティティに依拠する尊厳といえ

る。」とする。またAnderbergら１１）は，基本的な人間

性に関連する概念として尊厳を定義し，「固有的側面

と外的な側面を持ち，すべての人間にとって普遍的な

ものであると同時に，社会的，且つ文化的事象と関連

しながら一人ひとりにとっては固有で，そして特有な

ものである。」と指摘している。さらにMariskaら１２）

は「自分は価値ある人間としてみなされており，自分

の人生をコントロールしているという自覚を持ちうる

ことによって個人の尊厳を維持することができる。」と

述べている。また，高齢者には「介護が必要となって

も個人として尊重されたい，理解されたいという深い

思いがある」１３）ことを理解しておかなければならない。

このように尊厳の概念は，Andrew１４）が述べるように

その範囲が広く，不明瞭で漠然としており，その意味

するところについては様々な論述がある。

ここで，数少ない限られた文献からではあるが，高

齢者の尊厳を基盤にすえた看護のあり様を考えるにあ

たって“個人の尊厳”を次のように捉えたい。人間と

してこの世に生を受けた者は，個人としてゆるぎなき

「尊厳」と，その尊厳を基盤に人間として生きる「権

利」を有している。その上で「尊厳とは，人間である

がゆえに一人ひとりの内（うち）に在るものであり，

それをもってかけがえのない一個人として生きること

を可能にする根源的な価値である」としたい。

Ⅲ．身体拘束裁判例から考える高齢者の
尊厳と，求められる看護

「当直看護師らが抑制具であるミトンを用いて入院

中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為が，診療契

約上の義務に違反せず，不法行為法上違法ともいえな

いとされた事例」（最高裁平２２・１・２６三小法廷判決）

を本研究の検討対象事例とする。

本件事実関係において，当該高等裁判所及び最高裁

判所は，身体拘束の３要件（Ⅱ.１.）をどの様に考えて

いるかを見る。その上で身体拘束に至るまでの看護師

による患者への看護のあり方をどの様に捉え，判断し

ているかに注目する。

１．本事案について

（１）本事案における最高裁判決までの経緯

Ａが，Ａの夜間せん妄への対応としての本件身体拘

束は違法であるとして，Ｙの開設するＢ病院（以下，「Ｙ

病院」）に対して損害賠償を求める訴えを提起した（一
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審の口頭弁論終結後にＡが死亡し，その子らであるＸ

らが訴訟を承継した）。

一審判決（名古屋地裁一宮支部平１８・９・１３判決）

は，Ａの請求を棄却したためＸらがこれを不服として

控訴し，名古屋高裁 平成２０・９・５民二部判決（以

下，「原審判決」）１５）は，本件身体拘束の違法性を認め

Ｘらの請求を一部認容した。これに対してＹ病院の上

告受理申し立てによる最高裁平２２・１・２６三小法廷判

決（以下，「最高裁判決」）は，原審判決を是認せず，

原審の判断には経験則違反と法令解釈の誤りがあると

して，原審判決を破棄し最高裁判決で決定した（破棄

自判（破棄判決））。

（２）事実関係：筆者の問題意識の範囲内で省略等を

行っている。

亡Ａ（以下，「Ａ」）は，平成１５年１１月１６日当時満

８０歳の女性であったが，平成１５年１０月７日，腰痛

及び骨盤部痛のためＹ病院の外科に入院し，変形性脊

椎症，腎不全等と診断され治療を続けていた。徐々に

軽快し，車いすに移乗してトイレへ行ったり，つかま

り立ちができるようになったが，看護計画では痛みが

ひどいときは，夜はオムツ着用となっていた。Ａに

は，夜間になるとせん妄（意識混濁，精神運動興奮，

錯覚や幻覚を伴い短期間に変動する可逆的な意識障

害）の症状があった。

１１月１５日午後９時の消灯前に入眠剤リーゼを服用

したが，消灯後も頻繁にナースコールを繰り返し，オ

ムツの交換を要求した。看護師らは，オムツ交換は必

要ないことを説明したが，Ａは納得しなかったため汚

れていなくてもその都度オムツを交換するなどしてＡ

を落ち着かせようとした。同日午後１０時過ぎころ，Ａ

は，車いすで何度も詰所に来てオムツの汚れを訴え

た。その都度，看護師らはＡを病室へ連れ戻し，汚れ

ていないオムツを交換するなどして対応した。なお看

護師らは，Ａの腎機能を考えて薬効の強い向精神薬を

Ａに服用させず，上記のような対応を続けた。１１月１６

日午前１時ころにもＡは，車いすで詰所を訪れ，車い

すから立ち上がろうとし，「おしっこびたびたやでオ

ムツ替えて」「私ぼけとらへんて」などと大声を出した。

甲看護師ら２名は，同室者への迷惑や同様の行動に

よる転倒の危険性を考えて，Ａをベッドごと詰所に近

い個室２０１号室に移動させた。Ａは，２０１号室でも「オ

ムツ替えて」等と訴えたため甲看護師らは，茶を飲ま

せるなどしてＡを落ち着かせようとしたが，Ａの興奮

状態は一向に収まらず，ベッドから起き上がろうとす

る動作を繰り返した。

甲看護師らは，抑制具であるミトン（緊縛用の紐が

付いているもの）を使用してＡの右手をベッドの右側

の柵に，左手を左側の柵にそれぞれくくりつけた（以

下，この行為を「本件抑制行為」とする）。Ａは，口で

ミトンの紐をかじり，片方を外してしまったが，やが

て眠り始めた。同日午前３時ころ，甲看護師らは，Ａ

の入眠を確認してもう片方のミトンを外し，明け方に

Ａを元の病室に戻した。

Ａには，ミトンを外そうとした際に生じたと思われ

る右手首皮下出血及び下唇擦過傷が見られた。

〈本件抑制があった１１月１５日～１６日にかけての当

病棟の患者数は２９名（重症患者はいない）を３人の

当直看護師が対応した。〉

２．原審の事実認定に基づく原審と最高裁の各判決理

由

（１）原審の判決理由とそこから捉える看護のあり方

以下，＜原審の判決理由＞では，本件身体拘束に至

るまでの過程における看護師らによるＡに対する看護

のあり様を，裁判所はどのように判断しているかを見

る。

それに続く＜判決理由から捉える看護のあり方＞で

は【考察】として，看護師らによるＡ固有の病態およ

びＡの訴えや挙動等への対処，ケアに焦点を当てて，

尊厳を基盤とするＡへの看護はどうあるべきかを考え

ていきたい。

ここでは，最高裁判決においても同様にＡの入院病

棟における看護の是非を問うことを要旨とはしないが，

看護師による「看護のあり方」を模索するために考察

として当該看護のあり様を問わざるを得ないことを言

い添える。

＜原審の判決理由＞ Ａはせん妄状態ではあったが，

Ａの挙動は，せいぜいベッドから起き上がって車いす

に乗り詰所に来る程度のことであり，危険が全くない

とはいえないが，本件抑制に至るまでの間は何度もそ

れを繰り返していた。

しかし看護師らによってＡの繰り返しを防止するた

めの格別の対応は何も行なわれていないことや，病室

を頻繁に覗くなどして，Ａの様子に注意を払うことに

よっても対応できるものであることをも併せ考える

と，本件抑制行為を行わなければ転倒，転落により重

大な傷害を負う危険性があったものとまでは認められ

ない。
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またＡのせん妄状態は，不眠とオムツへの排泄を強

いられることによるストレスなどが加わって起きたも

のであり，さらにＡを説得してオムツが汚れていない

ことを分からせようとした看護師らの拙い対応が，か

えってＡを興奮させてせん妄状態を高めてしまったと

認められること，看護師うち１名がしばらくＡに付き

添って安心させ，落ち着かせて入眠するのを待つとい

う対応が不可能であったとは考えられないことから，

本件抑制行為に切迫性や非代替性があるとも認められ

ない。

＜判決理由から捉える看護のあり方＞

【考察－１】①原審は，消灯後のＡの夜間せん妄による

興奮状態が高まるまでのＡの挙動は，せいぜいベッド

から起きあがって車いすに乗って詰所に来る程度で

あったとする。

では，この初期の時点でＡの訴え「オムツが汚れた」

にどのように対処すべきであったかである。「尊厳あ

るケアの特性は，個人に特化されたケアであって尊敬

の心をもって対等に接し，擁護し，センシティブに聴

き取ること等にある」１１）とすれば，オムツへの排泄に

ストレスを感じているＡ個人の心情を理解した上で，

細心の注意を払って丁寧にその真意を聴き取る等の対

応が求められたといえよう。

Ａの「オムツが汚れた」「オムツを替えて」の訴えの

背後にあるものは何か，オムツへの排泄ではなくトイ

レに行きたい，というものであったかもしれない。山

本７）が指摘する「本来トイレに行ける高齢者に対して

看護師の人員配置の観点から安易にオムツを着用させ

ている」といった状況下にあったとすれば看護師は，

なおさらＡのオムツへのストレスに注目しなければな

らない。

当夜の状況からＡは，看護師の少しの見守りがあれ

ばトイレでの排泄が可能であったとすると，Ａにとっ

てはオムツへの排泄を強要され，その交換を看護師に

依存しなければならなかったことは，屈辱であり，ま

さにプライバシーの侵害とも捉えられよう。Ａは，

Mariskaら１６）が説く「対象者の尊厳を守るための最も

重要かつ基本的な対応は，彼らに尊敬の念をもって接

し，彼らのプライバシーをケアすること」と相反する

対応を受けていたことになろう。

②辻１７）による「人の尊厳を守るということは単に抑

制を止めることではなく，相手を理解し寄り添う姿勢

を示すこと」という指摘は，他者に依存せざるをえな

い脆弱な状況にある高齢患者への対応のあり方を示し

ている。本事案においてはＡにとって屈辱的な同様の

対応が繰り返されるだけで，Ａには看護師の寄り添う

姿勢が感じられなかったのであろう。患者にとって非

常に辛いことは，看護師に親身になって扱ってもらえ

ない，注意を向けてもらえないと感じることである。

尊厳とは「主観的に自己の属性として感じられるも

のであり」「その人個人の尊厳は，他者の自分への対応

のあり方に影響される」１８）ことからＡへの看護師らに

よる対応のあり方に，Ａは自分の内に潜む自分自身の

証（あかし）・価値を見失ったのであろうか。

③Ａは不眠の上，オムツ排泄へのストレスと一連の

看護師の対応に苛立ち，夜間せん妄による興奮状態を

高めていったともいえよう。Ａは，午前１時頃，同室

者への迷惑や，興奮行動による転倒・転落の危険性等

から自室から詰所に近い個室へベッドごと移動させら

れている。長谷川１９）が説くように相部屋から個室へと

いう大きな環境の変化は，Ａの興奮状態をさらに増強

させたといえる。

【考察－２】原審は，看護師によるＡの夜間せん妄へ

の拙い対応の結果として発症した夜間せん妄への対応

としての本件抑制行為に，切迫性や非代替性があると

は直ちには認められないとした。原審の判断は，Ａを

抑制する必然性はなかったとするものである。

竹田２０）は，「看護師が約４時間もかけた対応の後の

拘束である。その対応方法への原審の拙いとの評価

は，看護の本質的問題への指摘ではないだろうか。患

者の興奮，不穏の原因である患者の不安の除去は看護

の基本的姿勢である」としている。

（２）最高裁の判決理由とそこから捉える看護のあり方

＜最高裁の判決理由＞ ＜判決理由から捉える看護の

あり方＞として，上記（１）の原審と同様に見てゆく。

＜最高裁の判決理由＞

Ａは，当時８０歳という高齢と，他病院での転倒等の

経緯からすれば本件抑制行為当時，せん妄の状態で興

奮したＡが，歩行中の転倒やベッドからの転落による

骨折などの重大な傷害を負う危険性は極めて高かった

というべきである。

また，看護師らは４時間にもわたって，頻回にオム

ツの交換を求めるＡに対してその都度汚れていなくと

もオムツを交換し，お茶を飲ませるなどして落ち着か

せようと努めたにもかかわらず，Ａの興奮状態は一向

に収まらなかったのであるから，看護師がその後更に

付き添うことでＡの状態が好転したとは考え難い上，

当夜の勤務状況から深夜，長時間にわたり看護師のう
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ち１名がＡに付きっきりで対応することは困難であっ

たと考えられる。且つＡには腎不全があり，薬効の強

い向精神薬の服用は危険であるとされており，これら

のことから本件抑制行為当時，他にＡの転倒，転落の

危険を防止する適切な代替方法はなかったというべき

である。

本件抑制行為の態様は，ミトンを使用して両上肢を

ベッドに固定するというもので，拘束時間は約２時間

にすぎなかったことから，本件抑制行為は当時のＡの

状態等に照らし，その転倒，転落の危険を防止するた

め必要最小限度のものであったということができる。

＜判決理由から捉える看護のあり方＞

【考察－１】最高裁は，看護師らの４時間に亘る対応

によってもＡの興奮状態は一向に収まらなかったとす

る。では，①なぜ４時間にも及ぶ看護師らの対応に

よってもＡの興奮状態を収めることができなかったの

かである。

その理由の１つは「オムツを替える」等の対応はＡ

の意向に沿っていなかったと言えよう。Ａは，自分が

望んでいない対応が繰り返されることから自己の心身

（Ａの願望と，自分の身に為されていること）の一体

性がみえず，一患者としての自分の存在を感じとるこ

ともできずにアイデンティティに依拠する尊厳が損な

われていったのではないだろうか。

２つ目の理由は，長谷川１９）が説く「当該患者が保有

する複合的要因へのアプローチ」が為されなかったこ

とである。看護師は，Ａ特有の夜間せん妄症状や挙動

の特徴等を踏まえた上で，訴えの真意を早い段階で見

極め，対処することが求められていた。せん妄という

一過性の症状や複雑なメカニズム等を即座には理解し

難かったとしても「日頃のＡの行動の傾向を役立てる

こと」２０）ができれば，Ａの行動から見えるＡの心の内

を読み取りながらの適切な対応が可能であったろう。

②最高裁は，当夜の勤務状況から看護師１名がＡに

長時間付き添うことが難しいこと等から，Ａの極度な

興奮状態を収めるには本件抑制行為しかなかったとす

る。

しかし深夜４時間にもわたる看護師のＡへの対応の

あり方についての検証が不十分なまま，本件抑制行為

の他に代替方法が無かったとする結論には疑問が残

る。上述①にあるようにＡのオムツへの排尿に関わる

看護師らの一連の対応が本件抑制行為につながったと

いえようから，本件抑制行為に至るまでの過程におけ

るＡの状況への看護師の対応と，本件抑制行為との関

連性を捉えた上での非代替性の検討が必要であろう。

この点につき山本７）は，「身体拘束が発生した一時点だ

けではなく，身体拘束に至るまでの医療・介護の一連

の過程で」「非代替性を検討する必要がある」とする。

【考察－２】最高裁は，抑制行為の拘束時間は約２時

間にすぎず，本件抑制行為は当時のＡの夜間せん妄の

状態等に照らし，その転倒，転落の危険を防止するた

めに必要最小限度のものであったとする。これは，本

件抑制による損失よりも得られた利益（身体の安全）

が大きいこと，それも２時間にすぎない短時間の抑制

によるものであったから失われるものは，より少な

かったと判断しているといえよう。

本最高裁判決に続いて広島高裁岡山支部判決２１）は，

「拘束することにより失われる利益よりも得られるメ

リットが大きいこと等を考慮すると」「抑制帯を用いて

拘束するのも必要やむを得ない事情があった。」と判示

している。本最高裁判決と同様に，身体拘束によって

失われるものとは何なのかを示していない。

しかし，筆者は，たとえ身体拘束が一時的であると

しても失われる利益（もの）は大きいと考える。本事

案におけるＡは，抑制帯を外そうとしてベッド上で力

一杯もがき，右手首皮下出血と下唇擦過傷等を負って

いる。Ａは，要治療と看護師への不信感という不利益

を被ったといえる。さらに何よりもＡは人としての尊

厳を侵害されている。Ａのベッド上で拘束されている

その姿は見るに堪えないものであり，家族であれば思

わずＡのベッドに駆け寄り，その抑制帯を外そうとす

る衝動に駆られよう。また身体拘束をせざるを得な

かった看護師らにも様々な負の感情を抱かせるであろ

う。

さらに，ここで問いたいのは，身体拘束によって得

られるメリットの大きさを考えれば，当該患者が３つ

の要件を満たす場合には身体拘束もやむを得ない，と

いうことになるのかである。３つの要件をすべて満た

す者として一括りすることへの疑念である。

それは，ア）緊急避難的臨時応急の手当を要する場

合と，イ）当該施設での入所・入院期間が長い患者で

あって，当該患者への事前の適切な対応によって切迫

性を避けられる場合，とが考えられるからである。本

事案Ａは，イ）であったが，ア）の状況に陥って身体

拘束をされたことになろうから切迫性を避けるための

手立てのあり様が問われなければならない。
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３．まとめ

前節における身体拘束裁判例における患者と看護師

との関わりへの考察から「尊厳を基盤とする看護」の

方向性をまとめると，以下の３点に集約される。

（１）患者の意思を尊重し，患者の意向に沿う看護；Ａ

の挙動からＡの心の内を察してＡの意向に沿う対応を

していたならばＡの状況は変わっていたかもしれな

い。Ａの「オムツを替えて」から発せられるＡの意向

を理解しようとする看護師の姿勢と対応こそが，一人

の患者としての「私」と対等に向き合ってくれている

という安心感をＡに与える。その安心感が，Ａ自身に

一人の人間であるという根源的な価値を感じさせよう

からである。

（２）アイデンティティに依拠する尊厳を基盤とした

看護；Ａは「オムツを替えて」という訴えが，最も看

護師の関心を引くものであると考えたのではないだろ

うか。それは一患者としてのＡ自身の自己認識（アイ

デンティティ）に依拠する尊厳をとおしての誠実な自

分自身の表出であったに違いない。

（３）患者の内に在る尊厳を見据えた看護師と患者の

関係性を構築する；眠れない辛さと不安，オムツ着用

へのストレスを，看護師が十分に理解してくれている

というＡの確かな思いはＡの心の安定につながる。こ

のＡの確かな思いは，患者の尊厳を基盤とする看護師

－患者関係があってこそ認識されるものである。

Ⅳ．看護師による身体抑制に関する考察

本事案では看護師がＡに対して身体抑制を行ってい

る。原審と最高裁は，看護師による身体抑制行為をど

の様に捉えているかをみる。その上で，各判断につい

て筆者の考えるところを【考察】で述べたい。

（１）原審の判断；Ａに対する身体抑制は，夜間せん妄

への処置として行われたものであり，せん妄の診断や

治療方法の選択等が必要となり，単なる『療養上の世

話』ではなく，医師の行為であって，看護師が独断で

行えないというべきである。医師の判断を得ることな

く抑制を行った点は違法と解される。

【考察】看護師らは，Ａの主治医によるＡのせん妄状

態の診断と処方に基づいて本件抑制行為に至るその以

前までは「診療の補助業務」と「療養上の世話業務」

（保健師助産師看護師法第５条）を区別なく行っていた。

ところが，その一連の過程においてＡの夜間せん妄

による興奮状態が極度に達して，Ａが転倒・転落の危

険性という身体抑制（医療行為）を必須とする状況に

なった。この時点で，速やかに医師の意見（判断）を

求めて医師の指示を受けるべきであった（医師法１７

条，３１条）が，本件抑制行為は，一刻の猶予も許され

ない看護師による緊急避難的な臨時応急の手当として

行われた（保健師助産師看護師法３７条但し書）と捉

えられる。

その上で，その様な事態であっても山本７）は「医学

的正当性判断の担保のために，事後に医師への報告・

医師の承認を必要」とする。身体抑制は，Ａの人とし

ての尊厳を侵害し，Ａの心身への弊害をもたらして当

該抑制以降の治療のあり方に影響を及ぼす行為である

からと考えられる。原審の違法判断は否定されよう。

（２）最高裁の判断；最高裁は，「本件抑制行為は，Ａ

の療養看護に当たっていた看護師らが，転倒，転落に

よりＡが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむ

を得ず行った行為であって，診療契約上の義務に違反

するものではなく，不法行為法上違法であるともいえ

ない。」「事実関係においては，看護師らが事前に当直

医の判断を経なかったことをもって違法とする根拠を

見いだすことはできない。」とする。

【考察】最高裁は，診療契約上の義務に違反するもの

ではなく，不法行為法上違法ともいえないとして本件

抑制行為を，Ａの重大な危険を避けるために緊急やむ

を得ずに行った正当な看護業務の一つと捉えたといえる。

長谷川１９）は「看護場面の拘束について看護の裁量の

有無や可否・範囲について具体的に示されていない」

とする。

筆者は，この指摘に対して次の様に考えたい。本事

案においてＡ特有の夜間せん妄症状や，挙動の特徴等

を踏まえながらＡと向き合い，Ａの訴えの真意を早い

段階で見極めてその訴えに対処していたならば，Ａへ

の抑制は避けられたであろう。「抑制しない看護への

チャレンジ」２２）が看護場面における抑制を減少させ，

身体拘束関連の訴訟がゼロに向かえば，司法の指示も

不要になるであろうことを期待したい。

Ⅴ．お わ り に

身体拘束によって失われるものを，身体拘束によっ

て得られる利益と比較することができるのだろうか。

身体拘束によって失われるものは尊厳であり，得られ

る利益を身体の安全とするならば，極言すれば，身体

拘束によって得られた身体の内には人としての尊厳が

存在しないことになるといえないだろうか。尊厳を失
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うということは，尊厳をもってかけがえのない一個人

として生きることを可能にする根源的な価値を失うこ

とになる。それゆえ一人ひとりに内在する尊厳を基盤

とする看護は，身体拘束をしないことを根幹に据えな

ければならない。

「拘束（抑制）のない看護」を模索するということ

は，患者・入所者に真摯に向き合い，その人の意思を

尊重しようとする看護のあり様そのものであって，個

人の尊厳を基盤とする看護につながると考える。
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